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査答申情第６９号 

令和４年８月５日 

 

答 申 

 

生駒市長 小紫 雅史 殿 

 

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会 

会長 金谷 重樹 

 

令和４年２月１０日付け「生人事第１２０号」で諮問のありました事案について

下記のとおり答申します。 

 

記 

 

審査会の結論 

本件審査請求を棄却すべきである。 

 

理 由 

第１ 審査請求の趣旨 

生駒市長が審査請求人に対し、令和４年１月２０日付け「生人事第１１３号」で

した処分のうち、合計評価及び試験官毎の評価を不開示とした部分を取り消し、開

示する。 

第２ 事案の概要 

１ 経緯 

本件は、審査請求人が生駒市長(以下「市長」という。)に対し、生駒市情報
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公開条例(以下「条例」という。)に基づき「令和３年度社会人対象枠(社会人Ａ)

生駒市職員採用試験１次試験、２次試験及び３次試験の選考基準と選考結果、 

採点表」の開示を請求したところ、市長がその一部を不開示とする決定(以下「本

件処分」という。)をしたので、審査請求人が、行政不服審査法に基づき、本件

処分のうち、各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を不開示とした部分

を取り消し、開示することを求めるものである。 

２ 前提事実等 

（１） 条例 

条例第７条は柱書で「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に

係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいず

れかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示

しなければならない。」と定め、 

第１号は本文で「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文

書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動

作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第２項において同

じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合するこ

とにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。」と規定している。 

（２）市長が不開示とした情報(審査請求があった部分に限る。)と理由 

ア 不開示とした情報 

各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価 

    イ 理由 

不開示とした情報は個人に関する情報であって、かつ特定の個人を識

別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、
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公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもので

あるから、条例第７条第１号が定める不開示情報に該当する。 

（３）各受験者の受験番号 

本件処分は各受験者の受験番号を開示している。そして、それぞれの受験

番号に対応して記録されているところの当該受験者に係る合計評価及び試験

官毎の評価を不開示としている。 

第３ 争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 

１ 争点 

各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価が条例第７条第１号に定める不

開示情報に該当するかどうか。 

２ 争点に対する当事者の主張の要旨 

(市長) 

ア 各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価は、選考基準に基づく優劣順

位を明確に表現したものであり、本人でさえ知らされることのない個人の能

力的な適性、評価に関する情報を含んでいること。 

また、２年前に実施した社会人採用試験について、これらを、条例に基づ

く情報公開請求に応じて開示したところ(令和２年３月３１日付け生人事第

２６５号による決定)、受験者の同意を得ることなく当該情報を第三者に開示

したことに対して一部の受験者から不安や不快の声が市に届けられるなど、

試験機関として信用を損なうおそれがあったこと。 

さらに、これらを開示すると、周囲の憶測により受験者(合格者及び不合格

者)が好奇の目にさらされるおそれがあること。 

から、条例第７条第１号に定める不開示情報である「特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ

れがある」個人に関する情報に当たる。 

イ 各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価は、受験者が少数となる試験
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区分においては個人が特定されるおそれがあるから、条例第７条第１号が不

開示情報として定める「特定の個人を識別することができる」個人に関する

情報に当たる。 

(審査請求人) 

ア 市長は、各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価は個人の能力的な適

性や評価に関する情報を含んでいるとしているが、これらの情報は、２年前

に実施された社会人採用試験については条例に基づく情報公開請求に対して

開示されており(令和２年３月３１日付け生人事第２６５号による決定)、各

受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を、氏名、年齢、住所又は受験番

号など個人を識別する情報と合わせて開示しない限り、知り得ない。 

なお、本件処分は各受験者の受験番号を開示していることから、市長は、

本件審査請求に対し、各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を開示す

れば、それらは、既に開示している受験番号が紐づけされ、個人が識別され

る情報になると主張して、本件請求を認容しないおそれがある。そこで、審

査請求人は本件処分によって開示された部分の写しの交付を受けなかった。 

  イ 市長は、各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を開示すると試験機

関として信用を損なうおそれがあると主張するが、当該おそれは条例第７条

第１号が定める不開示事由に当たらない。 

  ウ 市長は、各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を開示すると、周囲

の憶測により受験者(合格者及び不合格者)が好奇の目にさらされるおそれが

あるから、これらの情報は特定の個人を識別することはできなくとも、公に

することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある個人に関する情

報であると主張する。 

しかしながら、個人を識別する情報が含まれていない限り、評価等が開示

されても個人を特定することはできず、したがって個人の権利利益も害され

ることはない。 
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また、情報公開に係る総務省や外務省の審査基準では、特定の個人を識別

することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがある個人に関する情報について、人格や思想、心身状態、生活状態、

私的生活の経歴等「私事」の情報を指すとされているから、処分庁は、本件

処分で不開示とした職員採用試験の合計評価や試験官毎の評価が、受験者個

人の人格や思想等と同列に扱われるべきものであるかどうか明らかにすべき

である。 

  エ 市長は、受験者が少数となる試験区分においては個人が特定されるおそれ

があると主張する。しかしながら、特定の役職を用意して１名のみ募集して

いれば、採用後、採点結果を個人が結び付けられることはなくはないが、本

件情報公開請求の対象である社会人採用試験は、いずれの試験区分において

も複数人を採用しており、採用後もそれぞれの評価点を得た者がいずれの部

署に配属された誰なのかまでは特定できないし、試験結果の序列も分からな

い。不合格者に至ってはなおさらである。 

第４ 当審査会の判断 

審査請求人は、本件処分のうち、各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を

不開示とした部分の取消しと開示を求め、その理由として、これらの情報は、過去

において、条例に基づく開示請求に応じて開示されたこと、そして、本件処分によ

って開示された対象文書（各受験者の受験番号を含む。）について、審査請求人は、

その写しの交付を受けていないことを主張する。 

つまり、審査請求人は、要旨、本件処分は各受験者の受験番号を開示しているか

ら、本件処分に対する審査請求において、これに加えて、さらに本件処分が不開示

とした過去において開示されたところの各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評

価の開示を求めると、市長が、各受験者の受験番号と各受験者に係る合計評価及び

試験官毎の評価の双方が紐づけされる結果となることを理由に、各受験者に係る合

計評価及び試験官毎の評価について、それらを特定の個人を識別することができる
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個人に関する情報であり、条例第７条第１号にいう不開示情報に当たるとして開示

に応じないおそれがあるから、審査請求人において紐づけできないようにするため、

本件処分が開示した各受験者の受験番号について、その写しの交付を受けていない

と主張する。 

しかしながら、審査請求人が、本件処分によって開示された対象文書について、

たとえその写しの交付を受けていないとしても、それはあくまで審査請求人の判断

によって生じた審査請求人に固有の事情ないし状況にすぎない。各受験者の受験番

号は本件処分によって既に開示されており、そのような審査請求人に固有の事情な

いし状況によって本件処分の法的効果としての各受験者の受験番号が開示された事

実は何ら否定されるものではない。 

そうすると、かかる審査請求は、畢竟、開示部分及び不開示部分の変更を求める

もの、つまり、その実質は、本件処分が既に開示している各受験者の受験番号を不

開示とする一方、不開示とした各受験者に係る合計評価及び試験官毎の評価を開示

することを求めるものであるから不適法であるといわなければならない。 

なお、争点に対する審査請求人の主張のうち、各受験者に係る合計評価及び試験

官毎の評価を開示すると試験機関として信用を損なうおそれがあるとする市長の主

張に対して当該おそれは条例第７条第１号が定める不開示事由に当たらないとする

ものは首肯できるが、当審査会の結論に影響を及ぼすものではなく、また、その余

の主張は、いずれも各受験者の受験番号が開示されていないこと、つまり本件処分

の法的効果を認めないことを前提としたものであるから採用できない。 

以上のとおりであるから当審査会は審査会の結論のとおり答申する。 
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第５ 審査会の審査経過 

当審査会の審査経緯は、次のとおりである。 

審査会の審査経過 

 年  月  日 処  理  内  容 

 令 和 ４ 年 ２ 月 １ ０ 日 ・市長からの諮問（生人事第１２０号）を受けた。  

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 ・市長から弁明書の写しの提出を受けた。 

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

（第１６８回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日 

（第１６９回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日 

（第１７０回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日 

（第１７１回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ６ 日 

（第１７２回審査会） 
・審議を行い、答申を決定した。 

 

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会委員名簿 

                              （敬称略） 

氏    名 所 属・団 体 名 備   考 

金
か な

 谷
た に

 重
し げ

 樹
き

 摂南大学名誉教授 会 長 

和
わ

 島
じ ま

 美 枝 子
み え こ

 弁護士 会長職務代理者 

林
はやし

晃
あき

大
とも

 近畿大学教授  

福
ふ く

 塚
つ か

 圭
か

 恵
え

 弁護士  

村
む ら

 中
な か

 洋
よ う

 介
すけ

 近畿大学准教授  

 


